
建築分

承継分

小　計

64,790,7600 0 0 0 0 12,6270 231 2,990,262 10,102 50,742,845 00 18 65,178 0 0 0計 307 3,996,151 1,969 6,996,324 0

0 0 0 0 10,111 50,774,8630 0 10,102 50,742,845 0 09 32,018 0 0 0 0

2,516 14,015,897

土　　地

0 00 0 0 231 2,990,262

7,006,254

307 3,996,151 1,969 6,996,324 0 0 9 33,160 0

0 1,9720 0 0 00 1 1,145 0 0 0

544 7,009,643

2 8,785 1,969 6,996,324 0

2,990,262 0 032,015 0 0 0 0 231

　   千円

家
 
 
屋

305 3,987,366 0 0 8

　   千円 　   千円 　   千円　   千円 　   千円 　   千円

件 数 控　除　額

　   千円 　   千円 　   千円 　   千円

件 数 控　除　額 件 数 控　除　額 件 数 控　除　額件 数 控　除　額 件 数 控　除　額 件 数 控　除　額

合　　　計

件 数 控　除　額 件 数 控　除　額 件 数 控　除　額 件 数 控　除　額 件 数

  法 第73条 の14
  第8項に該当する
  もの

   法附則第11条に
   該当するもの

   法附則第11条の
5第1項に該当する
もの

   法附則第51条に
   該当するもの

   法附則第51条の
2第2項に該当する
もの

   法附則第51条の
2第3項に該当する
もの

（5） 課税標準の特例の適用状況に関する調

区　　分

法第73条の14第1項（第2項
を含み法附則第11条第10項
及び第14項に該当するもの
を除く。）に該当するもの
（1,200万円控除特例）

   法第73条の14第
   3項に該当する
   もの
(既存住宅控除特例）

  法第73条の14第
  5項に該当する
  もの
（公営住宅等控除特
例）

  法第73条の14第6
項に該当するもの
（収容控除特例）

  法第73条の14第
  7項に該当するも
  の

控　除　額

　   千円

（５）課税標準の特例の適用状況に関する調

（つづき）

（つづき）


